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松
前
氏
祖
武
田
信
広
の
出
自
に
つ
い
て

―
従
来
の
説
の
再
検
討
と
新
し
い
可
能
性
の
提
示
―

和
　
氣
　
俊
　
行

は
じ
め
に

日
本
中
世
史
研
究
に
お
い
て
は
、
近
年
、
北
方
地
域
（
＝
道
南
・
北
東
北
地
域
）
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
青
森
県
北
西

部
の
市
浦
村
に
あ
る
十
三
湊
遺
跡
や
、
北
海
道
道
南
渡
島
半
島
の
上
ノ
国
町
に
あ
る
勝
山
館
跡
・
夷
王
山
墳
墓
群
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
、

北
方
地
域
の
数
多
く
の
中
世
遺
跡
が
発
掘
・
調
査
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
成
果
が
集
積
さ
れ
る
に
い
た
り（

１
）

、
日
本
中
世
史
像
、
特
に
同
地
域
の

中
世
史
像
を
再
検
討
す
る
必
要
性
が
生
じ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る（

２
）

。
ま
た
こ
の
地
域
に
お
い
て
は
、
一
九
九
八
年
八
月
に
行
わ

れ
た
北
海
道
高
等
学
校
日
本
史
教
育
研
究
会
第
二
二
回
研
究
大
会
「
北
奥
羽
・
蝦
夷
地
世
界
の
形
成
と
地
域
諸
集
団
」

（
３
）

や
、
一
九
九
九
年

九
月
の
勝
山
館
跡
発
掘
調
査
二
〇
周
年
記
念
「
上
ノ
国
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
海
峡
が
つ
な
ぐ
地
域
史
を
掘
る
」

（
４
）

、
二
〇
〇
〇
年
九
月
に
青
森

県
西
津
軽
郡
深
浦
町
で
開
催
さ
れ
た
「
深
浦
歴
史
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
環
日
本
海
世
界
の
な
か
の
津
軽
・
西
浜
・
安
藤
氏
」

（
５
）

、
そ
し
て
同
年

一
〇
月
に
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
よ
る
十
三
湊
遺
跡
発
掘
一
〇
周
年
を
記
念
し
て
開
催
さ
れ
た
記
念
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
二
一
世
紀
に
伝
え

た
い
中
世
港
湾
都
市
・
十
三
湊
」
な
ど
の
、
北
方
地
域
史
を
テ
ー
マ
と
し
た
多
数
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
近
年
行
わ
れ
て
い
る（

６
）

。
こ
れ
ら
の
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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
や
、
さ
ら
に
そ
の
成
果
の
刊
本
化
に
よ
り
、
開
催
地
域
の
住
人
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
全
国
の
人
々
に
日
本
中
世

史
に
お
け
る
北
方
地
域
史
の
重
要
性
お
よ
び
、
そ
の
歴
史
像
の
再
検
討
の
必
要
性
を
認
識
さ
せ
る
に
い
た
っ
た
と
い
え
よ
う
。
加
え
て
二

〇
〇
三
年
八
月
に
は
、
北
東
北
の
太
平
洋
側
に
位
置
す
る
岩
手
県
陸
前
高
田
市
に
お
い
て
、
法
政
大
学
国
際
日
本
学
研
究
所
の
主
催
に
よ

り
国
際
日
本
学
サ
テ
ラ
イ
ト
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
海
の
蝦
夷
―
小
泉
遺
跡
が
語
り
か
け
る
も
の
―
」
が
開
催
さ
れ
た
。
従
来
は
津
軽
海
峡
・

日
本
海
側
ば
か
り
が
注
目
さ
れ
て
い
た
感
の
強
い
北
方
地
域
史
で
あ
っ
た
が
、
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
は
今
後
太
平
洋
側
の
北
方
地
域

史
研
究
の
進
展
を
よ
り
一
層
促
進
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う（

７
）

。

以
上
の
よ
う
な
近
年
の
北
方
地
域
史
研
究
の
盛
況
を
ふ
ま
え
て
、
本
稿
で
は
筆
者
の
主
た
る
関
心
の
あ
る
室
町
期
の
北
方
地
域
史
に
注

目
し
、
と
り
わ
け
、
近
世
、
蝦
夷
地
に
居
住
す
る
ア
イ
ヌ
民
族
と
の
交
易
活
動
を
独
占
し
、
そ
れ
を
財
政
基
盤
と
し
た
松
前
氏
の
氏
祖
と

さ
れ
る
、
北
方
地
域
の
近
世
的
秩
序
構
築
に
一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
武
田
信
広
の
出
自
に
関
し
て
再
検
討
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
本

稿
に
お
い
て
新
し
い
武
田
信
広
像
を
描
き
出
す
こ
と
は
、
近
世
松
前
藩
権
力
の
権
力
的
性
格
の
再
評
価
に
も
つ
な
が
り
、
ま
た
信
広
が
生

き
た
室
町
時
代
中
期
の
北
方
地
域
史
に
も
新
た
な
視
点
を
提
供
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。

第
一
章
　
従
来
の
武
田
信
広
の
出
自
説
に
つ
い
て

ま
ず
武
田
信
広
は
一
体
ど
う
い
う
人
物
な
の
か
確
認
し
て
お
き
た
い
。
試
み
に
、
次
に
山
川
出
版
社
『
日
本
史
広
辞
典
』（
一
九
九
七

年
）
の
「
武
田
信
広
」
の
項
を
引
用
し
よ
う
。

武
田
信
広

室
町
時
代
の
蝦
夷
地
の
武
将
。
近
世
の
松
前
藩
松
前
氏
の
祖
と
さ
れ
る
。
若
狭
武
田
氏
の
出
身
と
い
い
、
享
徳
三
年

（
一
四
五
四
）
蝦
夷
地
に
渡
り
、
同
じ
武
田
氏
の
出
身
と
さ
れ
る
花
沢
館
（
現
、
北
海
道
上
ノ
国
町
）
の
蠣
崎
季
繁
に
迎
え
ら
れ
た

と
い
う
。
長
禄
元
年
（
一
四
五
七
）
の
ア
イ
ヌ
の
蜂
起
で
酋
長
コ
シ
ャ
マ
イ
ン
を
倒
し
た
功
績
に
よ
り
蠣
崎
氏
を
継
承
、
子
孫
が
松
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前
氏
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
蝦
夷
地
の
和
人
諸
氏
の
指
導
者
と
な
り
、
若
狭
と
蝦
夷
地
の
間
の
交
易
に
関
係
し
た
こ
と
な
ど
は
事
実

と
み
ら
れ
る
。

『
日
本
史
広
辞
典
』
で
は
信
広
＝
若
狭
武
田
氏
出
自
説
が
一
応
採
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

武
田
信
広
の
出
自
に
関
し
て
は
、
大
き
く
分
け
て
次
の
三
つ
の
説
が
あ
る
。
そ
れ
は
①
若
狭
武
田
氏
出
自
説
、
②
若
狭
国
出
自
説
、
③

陸
奥
国
蠣
崎
（
現
青
森
県
下
北
郡
川
内
町
蠣
崎
）
出
身
の
土
豪
蠣
崎
氏
出
自
説
で
あ
る
（【
武
田
信
広
関
係
地
名
図
】
参
照
）。
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①
若
狭
武
田
氏
出
自
説
は
信
広
の
出
自
を
記
す
諸
史
料
（『
新
羅
之
記
録
』
・
『
松
前
家
記
』
・
『
下
国
伊
駒
安
陪
姓
之
家
譜
』
・

『
福
山
秘
府
』
な
ど
）

（
８
）

に
み
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
信
広
は
若
狭
武
田
氏
の
嫡
流
で
あ
っ
た
が
後
継
者
争
い
に
巻
き
込
ま

れ
て
若
狭
国
を
出
奔
し
、
関
東
を
経
て
陸
奥
国
に
至
り
、
そ
の
後
渡
道
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

９
）

。
ま
た
②
若
狭
国
出
自
説
は
、
信
広

が
若
狭
武
田
氏
の
出
自
で
あ
る
と
い
う
所
伝
は
肯
定
し
難
い
が
、
若
狭
国
か
ら
北
方
地
域
に
流
れ
て
き
た
人
物
で
あ
る
と
す
る
説
で
、
主

に
海
保
嶺
夫
・
入
間
田
宣
夫
氏
ら
に
よ
り
主
張
さ
れ
て
い
る（

10
）

。

一
方
、
③
信
広
＝
蠣
崎
氏
出
自
説
は
、
渡
道
後
、
信
広
が
上
ノ
国
花
沢
館
の
館
主
蠣
崎
季
繁
に
迎
え
ら
れ
た
理
由
を
、
信
広
と
季
繁
が

と
も
に
蠣
崎
一
族
と
し
て
同
族
で
あ
っ
た
事
に
起
因
す
る
と
推
定
す
る
説
で
あ
る
。
同
説
は
『
新
羅
之
記
録
』
ほ
か
に
見
ら
れ
る
信
広
と

若
狭
国
と
の
関
係
を
完
全
に
否
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
主
に
石
井
進
氏
ら
に
よ
り
主
張
さ
れ
て
い
る（

11
）

。
③
説
を
唱
え
る
先
学
の
中
に
は
、

康
正
三
年
＝
長
禄
元
年
（
一
四
五
七
）
の
春
に
下
北
半
島
の
田
名
部
（
現
青
森
県
む
つ
市
）
・
蠣
崎
に
お
い
て
南
部
氏
に
対
し
て
反
乱
を

起
こ
し
た
蠣
崎
蔵
人
信
純
こ
そ
が
信
広
の
前
身
で
あ
る
と
す
る
、
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
だ
説
も
あ
る（

12
）

。
蠣
崎
信
純
の
反
乱
は
八
戸
南

部
氏
に
よ
り
鎮
圧
さ
れ
る
が
、
乱
後
信
純
は
蝦
夷
島
へ
逃
走
し
、
そ
の
後
「
武
田
信
広
」
と
名
を
変
え
た
と
い
う
。

こ
れ
ら
の
説
は
現
在
い
ず
れ
も
定
説
の
位
置
を
占
め
る
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
未
だ
検
討
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。
し
か
し
は
た
し
て

③
説
の
ご
と
く
、
信
広
と
若
狭
国
と
の
繋
が
り
を
全
く
無
視
し
て
も
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

近
世
江
戸
期
に
入
り
、
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
に
松
前
藩
士
鈴
木
喜
三
郎
が
若
狭
国
敦
賀
・
小
浜
（
現
福
井
県
敦
賀
市
・
小
浜
市
）

を
訪
れ
、
藩
祖
武
田
信
広
が
若
狭
武
田
氏
の
出
自
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
を
得
よ
う
と
調
査
を
行
っ
て
い
る
事
実
が
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の

と
き
の
調
査
で
は
確
証
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
後
小
浜
の
龍
泉
寺
（
開
基
は
若
狭
武
田
氏
、
福
井
県
小
浜
市
に
現
存
）
の
住
職
を

介
し
て
同
地
の
廻
船
問
屋
飴
屋
西
岡
次
左
衛
門
に
継
続
調
査
を
依
頼
し
、
そ
れ
は
そ
の
後
約
七
〇
年
に
も
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
結
果
と
し

て
、
や
は
り
確
証
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る（

13
）

。
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一
体
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
ど
こ
か
ら
来
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
数
十
年
に
わ
た
る
調
査
に
は
か
な
り
の
出
費
が
あ
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
近
世
大
名
松
前
氏
に
と
っ
て
、
自
家
の
出
自
が
若
狭
武
田
氏
で
あ
る
か
否
か
は
家
格
に
か
か
わ
る
重
大
問
題
で
あ
り
、
そ

の
確
証
を
得
る
た
め
の
調
査
に
出
費
は
惜
し
ま
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
仮
に
③
説
の
ご
と
く
信
広
が
陸
奥
国
下
北
半
島
に
位
置
す
る
蠣

崎
出
身
の
武
士
で
あ
っ
た
場
合
、
信
広
と
若
狭
国
と
は
無
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
り
、『
新
羅
之
記
録
』
ほ
か
の
諸
史
料
が
載
せ
る
信

広
＝
若
狭
武
田
氏
出
自
説
は
全
く
の
虚
構
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
そ
の
場
合
、
松
前
藩
の
若
狭
で
の
調
査
は
「
う
そ
か
ら
出

た
実
」
を
実
践
し
よ
う
と
し
た
と
で
も
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
否
、
そ
う
で
は
な
く
、
や
は
り
『
新
羅
之
記
録
』
ほ
か
の
所
伝
も
、
近
世

の
調
査
も
、
若
狭
国
と
松
前
氏
の
出
自
と
の
関
係
を
無
視
し
て
は
理
解
で
き
な
い
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
加
え
て
、
道
南
地
域

と
若
狭
国
と
は
す
で
に
近
世
以
前
か
ら
日
本
海
交
易
に
よ
り
密
接
に
繋
が
っ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
も
決
し
て

等
閑
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
筆
者
は
、
信
広
が
若
狭
出
身
で
あ
る
こ
と
を
完
全
に
否
定
す
る
史
料
が
発
見

で
も
さ
れ
な
い
限
り
、
信
広
の
出
自
と
若
狭
国
と
は
繋
げ
て
推
定
す
る
余
地
は
充
分
に
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
本
稿
で
は
武

田
信
広
は
若
狭
国
の
出
自
で
あ
る
と
す
る
①
・
②
説
を
中
心
に
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

さ
て
、
①
・
②
説
の
場
合
、
ま
ず
は
基
本
史
料
が
問
題
と
な
ろ
う
。
実
は
信
広
の
出
自
を
記
し
た
諸
史
料
は
す
べ
て
近
世
江
戸
期
に
入

っ
て
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
信
広
の
出
自
に
関
す
る
同
時
代
の
文
献
史
料
が
皆
無
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
現
存
最
古
と
さ

れ
る
、
松
前
藩
の
正
史
に
位
置
付
け
ら
れ
る
『
新
羅
之
記
録
』
で
さ
え
、
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
頃
の
成
立
（
著
者
は
松
前
氏
一
門
松

前
景
広
）
で
あ
り（

14
）

、
こ
れ
と
て
信
広
の
活
躍
し
た
時
代
か
ら
約
二
百
年
後
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
依
る
べ
き
史
料
も
な
い
こ
と
か
ら
、

武
田
信
広
の
出
自
だ
け
で
は
な
く
当
該
期
の
歴
史
事
実
に
関
し
て
は
、
近
世
江
戸
期
に
成
立
し
た
『
新
羅
之
記
録
』
ほ
か
の
編
纂
物
に
大

幅
に
依
存
す
る
ほ
か
な
い
の
が
実
情
で
あ
る（

15
）

。

本
稿
に
お
い
て
も
、
信
広
の
出
自
を
再
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
は
『
新
羅
之
記
録
』
ほ
か
近
世
の
編
纂
物
に
よ
っ
て
信
広
に
関
す

る
基
本
的
諸
事
項
を
確
認
し
て
み
る
。
次
に
示
そ
う
。
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〔
史
料
一
〕

（
前
略
）

當
家
之
元
祖
信
廣
朝
臣
以
来
代
々

年
譜
并
名
誉
奇
特
之
記

松
前
當
家
之
元
祖
鎮
狄
大
将
武
田
彦
太
郎
若
狭
守
新
羅
氏
信
廣
朝
臣
者
若
州
之
屋
形
第
一
代
武
田
伊
豆
守
信
繁
朝
臣
在
男
子
三
人
嫡

男
治
部
太
輔
信
栄
朝
臣
就
令
保
世
無
継
子
二
男
大
膳
大
夫
陸
奥
守
信
賢
朝
臣
継
家
督
而
依
有
信
賢
朝
臣
遠
慮
乎
使
一
子
之
信
廣
朝
臣

為
舎
弟
國
信
朝
臣
之
養
子
欲
譲
家
督
於
大
膳
大
夫
國
信
朝
臣
之
處
以
令
信
廣
朝
臣
牢
人
幸
國
朝
臣
之
息
男
治
部
太
輔
信
親
朝
臣
継
若

州
武
田
家
督
矣
肆
信
廣
朝
臣
者
為
國
信
朝
臣
之
子
云
也

（『
新
羅
之
記
録
』）

〔
史
料
二
〕

信
廣
朝
臣
者
稟
性
大
力
強
盛
而
為
勇
氣
豪
豪
之
間
信
賢
朝
臣
与
國
信
朝
臣
共
思
且
家
思
且
國
不
得
止
事
合
心
義
絶
而
欲
令
已
曁
生
害

之
刻
家
老
之
数
輩
就
哀
惜
遁
其
難
召
具
家
子
佐
々
木
三
郎
兵
衛
尉
源
繁
綱
郎
等
工
藤
九
郎
左
衛
門
尉
祐
長
其
外
侍
三
人
而
信
廣
朝
臣

二
十
一
歳
之
龝
寶
徳
三
年
三
月
二
十
八
日
密
出
國
於
夜
中
是
併
依
繁
綱
与
祐
長
之
計
略
也
下
東
関
足
利
少
時
住
享
徳
元
年
三
月
來
奥

州
田
名
部
知
行
蠣
崎
而
後
伊
駒
安
東
太
政
季
朝
臣
同
心
「 （

後
筆
）

八
月
廿
八
日
」
渡
此
國
矣
爰
在
蠣
崎
修
理
大
夫
季
繁
云
者
是
生
國
若
州
屋

形
武
田
伊
豆
守
信
繁
朝
臣
近
臣
者
也
然
季
繁
有
其
過
立
去
若
州
乗
商
舶
來
當
國
而
為
安
日
政
季
朝
臣
之
聟
号
蠣
崎
修
理
大
夫
住
上
之

國
所
副
置
信
廣
朝
臣
河
南
花
澤
居
館
也

（『
新
羅
之
記
録
』）
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〔
史
料
三
〕

伊
駒
政
季
朝
臣
者
十
三
之
湊
盛
季
之
舎
弟
安
東
四
郎
道
貞
之
息
男
潮
潟
四
郎
重
季
之
嫡
男
也
十
三
之
湊
破
滅
之
節
若
冠
而
被
生
虜
糠

部
之
八
戸
而
改
名
号
安
東
太
政
季
知
行
田
名
部
継
家
督
而
蠣
崎
武
田
若
狭
守
信
廣
朝
臣
相
原
周
防
守
政
胤
河
野
加
賀
右
衛
門
尉
「 （

後
筆
）

越

知
」
政
通
以
計
略
同
三
年
八
月
二
十
八
日
従
大
畑
出
船
渡
狄
之
嶋
也

（『
新
羅
之
記
録
』）

〔
史
料
四
〕

抑
狄
之
嶋
古
為
安
東
家
之
領
地
事
者
知
行
津
軽
在
城
十
三
之
湊
而
雖
隔
海
上
依
為
近
國
令
領
此
嶋
也
政
季
朝
臣
越
秋
田
之
小
鹿
嶋
節

下
之
國
者
預
舎
弟
茂
別
八
郎
式
部
太
輔
家
政
被
副
置
河
野
加
賀
右
衛
門
尉
「 （

後
筆
）

越
知
」
政
通
松
前
者
預
同
名
山
城
守
定
季
被
副
置
相
原

周
防
守
政
胤
上
之
國
者
預
蠣
崎
武
田
若
狭
守
信
廣
副
置
政
季
之
婿
蠣
崎
修
理
大
夫
季
繁
令
護
夷
賊
襲
來
處
長
禄
元
年
五
月
十
四
日
夷

狄
蜂
起
來
而
攻
撃
志
濃
里
之
舘
主
小
林
太
郎
左
衛
門
尉
良
景
箱
舘
之
河
野
加
賀
守
政
通
其
後
攻
落
中
野
佐
藤
三
郎
左
衛
門
尉
季
則

（
中
略
）
所
々
之
重
鎮
雖
然
下
之
國
之
守
護
茂
別
八
郎
式
部
太
輔
家
政
上
之
國
之
花
澤
之
舘
主
蠣
崎
修
理
大
夫
季
繁
堅
固
守
城
居
其

時
上
之
國
之
守
護
信
廣
朝
臣
為
惣
大
将
射
殺
狄
之
酋
長
胡
奢
魔
犬
父
子
二
人
斬

侑
多
「 （

後
筆
）

利
」
数
多
依
之
凶
賊
悉
敗
北
其
後
式
部
太

輔
經
中
野
路
來
山
越
於
上
之
國
會
若
狭
守
修
理
大
夫
有
献
酬
之
礼
式
部
太
輔
家
政
者
授
刀
字

於
信
廣
被
賞
勇
功
又
修
理
大
夫
者
授

喬
刀
俊

於
信
廣
此
時
信
廣
朝
臣
者
従
若
州
差
來
進
包

之
大
刀
於
式
部
太
輔
也

（『
新
羅
之
記
録
』）

〔
史
料
五
〕

修
理
大
夫
無
継
子
故
得
政
季
朝
臣
之
息
女
為
子
令
嫁
信
廣
居
川
北
天
河
之
洲
崎
之
舘
仰
家
督
信
廣
朝
臣
為
實
安
東
太
政
季
朝
臣
之
聟
也

（『
新
羅
之
記
録
』）
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享
徳：

筆
者
註
）

一
文

來
國

助

（
マ
マ
）



〔
史
料
六
〕

従
康
正
二
年
治
世
三
十
九
年

明
應
三
年
五
月
二
十
日
六
十
四
歳
而
逝
去

荷

院
道
号
清
巖
涼
眞
大
禅
定
門

（『
新
羅
之
記
録
』）

〔
史
料
七
〕一

世
信
廣

信
廣
小
字
ハ
彦
太
郎
、
信
賢
ノ
第
一
子
、
母
ハ
姓
氏
を
闕
ク
、
永
享
三
年
二
月
若
狭
ノ
後
瀬
山
城
ニ
生
ル
、
長
シ
テ
若
狭
守
ト
稱
ス
、

天
資
豪
爽
躰
貌
魁
偉
膂
力
倫
ヲ
絶
チ
能
ク
強
弓
ヲ
挽
ク
、
群
下
属
ス
ル
者
多
シ
、
初
メ
信
賢
子
ナ
シ
、
弟
國
信
ヲ
以
テ
嗣
ト
ス
、
既

ニ
シ
テ
信
賢
信
廣
ヲ
ウ
ミ
、
國
信
モ
亦
信
親
ヲ
生
ム
、
信
賢
乃
チ
信
廣
ヲ
シ
テ
國
信
ノ
養
子
タ
ラ
シ
ム
、
信
廣
其
材
武
ニ
誇
リ
、
屡

暴
行
ア
リ
深
ク
信
賢
國
信
ニ
忌
ル
、
宝
徳
三
年
國
信
遂
ニ
國
ヲ
信
親
ニ
傳
エ
、
且
ツ
、
変
ヲ
生
ン
コ
ト
ヲ
慮
ハ
カ
リ
信
廣
ニ
追
ツ
テ

自
尽
セ
シ
メ
ン
ト
欲
ス
、
実
ニ
是
歳
三
月
廿
八
日
ナ
リ
、
長
臣
佐
々
木
繁
綱
尉
ト
称
ス

、
工
藤
祐
長
ト
称
ス

同
僚
ト
相
謀
リ
、
以

テ
其
期
ヲ
延
ヘ
、
既
夜
繁
綱
祐
長
及
ヒ
従
士
三
人
従
士
中
ニ
ア
リ
ト
以
テ
後
考
ニ
備
フ
　
　
　
潜
カ
ニ
信
廣
ヲ
誘
フ
テ
関
東
ニ
出
奔
シ
足
利
ニ

投
ス
、
享
徳
元
年
信
廣
又
陸
奥
ノ
田
名
部
地
名
　
ニ
来
テ
蠣
崎
ニ
拠
ル
、
因
テ
蠣
崎
ヲ
氏
ト
ス
、
三
年
八
月
廿
八
日
信
廣
伊
駒
政
季

港
之
豪
族
潮
潟
重
季
ノ
子

、
相
原
政
胤
ト
称
ス

、
河
野
政
通
ト
称
ス
　
ト
大
畑
ノ
港
名

ヨ
リ
航
シ
テ
松
前
ニ
抵
ル
、
蠣
崎
ノ
土
豪
酒
井
喜
内
、

酒
井
七
内
、
石
黒
喜
多
右
衛
門
、
布
施
新
六
、
磨
呂
市
兵
衛
、
細
界
品
右
衛
門
、
某
氏
徳
兵
衛
等
従
フ
、
是
ヨ
リ
サ
キ
武
田
信
繁
ノ

族
、
蠣
崎
暫
ク
蠣
崎
ニ
寓
ス
ト
云
フ
　
　
罪
ア
ツ
テ
松
前
ニ
逃
レ
、
伊
駒
政
季
ノ
女
婿
ト
ナ
リ
花
沢
城
地
名
　
ヲ
守
ル
、
故
ニ
政
季
々
繁
ヲ

勧
メ
信
廣
ヲ
以
テ
将
ト
シ
、
季
繁
之
カ
副
タ
リ
、
十
月
厚
谷
重
政
監
ノ
重
臣
厚
谷
ノ
城
主
タ
リ
　

信
廣
ヲ
慕
フ
テ
若
狭
ヨ
リ
来
ル
、
乃
チ
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九
郎
左
衛
門
尉

三
郎
兵
衛

其
姓
ヲ
失
ス
、
一
説
ニ
今
井
某
鬼
場
袋
某
、

南
部
ノ

安
東
太
ト
称
ス
、
津
軽
十
三

周
防
守

加
賀
守

田
名
部

修
理
大
夫
ト
称
ス
、
季
繁
モ
亦

上
国
ノ

右
近
将
監
ト
称
ス
、
武
田
氏



比
石
ノ
城
主
ト
ス
、
康
正
二
年
春
東
部
ノ
一
夷
児
鍛
冶
村
ニ
来
リ
、
治
工
ニ
托
シ
テ
匕
首
ヲ
造
ラ
シ
ム
、
其
利
鈍
ヲ
争
フ
、
治
工
怒

ツ
テ
匕
首
ヲ
以
テ
夷
児
ヲ
殺
ス
、
是
ニ
由
テ
蝦
夷
蜂
起
大
ニ
掠
殺
ヲ
ナ
シ
、
東
牟

（
鵡
）川

ヨ
リ
西
與

（
余
）市

ニ
至
リ
悉
ク
其
害
ヲ
被
ム
ル
、
残

民
皆
上
国
松
前
ニ
萃
ル
、
夫
信
廣
ノ
蠣
崎
ニ
拠
ル

爾
タ
ル
一
小
邑
主
ナ
リ
、
其
花
沢
ヲ
守
ル
モ
亦
寄
寓
ノ
一
客
将
ニ
過
サ
ル
ノ
ミ
、

面
シ
テ
狡
夷
ヲ
膺
懲
シ
、
渡
島
ヲ
統
轄
シ
其
業
ヲ
創
メ
其
國
ヲ
建
ル
ハ
、
実
ニ
長
禄
元
年
歳
次
丁
丑
ニ
在
リ
、
故
ニ
是
歳
ヲ
掲
テ
以

テ
旧
藩
歴
年
ノ
首
ト
ナ
ス
ト
云
フ

後
花
園
天
皇

長
禄
元
年
丁
丑
信
廣
花
沢
城
ニ
在
リ

五
月
十
五
日
東
部
ノ
酋
長
胡
奢
麻
尹
父
子
大
挙
入
寇
、勢
益
猖
獗
ス
、此
時
渡
島
南
界
ノ
諸
豪
族
志
濃
里
ノ
城
主
小
林
良
景
尉
ト
称
ス
　
　
、

（
中
略
）
厚
谷
重
政
等
、
防
戦
力
竭
キ

城
ヲ
棄
テ
亡
ク
、
茂
別
家
政
ト
称
ス
　
下
國
ノ
城
ヲ
守
リ
、
信
廣
花
沢
ノ
城
ヲ
守
リ
勢
尚
未

タ
屈
セ
ス
、
是
ニ
於
テ
諸
豪
会
議
信
廣
ヲ
推
シ
テ
主
帥
ト
ス
、
信
廣
乃
チ
残
兵
ヲ
糾
シ
テ
東
発
ス
、
六
月
廿
日
大
ニ
七
重
浜
ニ
戦
フ
、

衆
寡
敵
セ
ス
、
我
軍
幾
ン
ト
敗
レ
ン
ト
ス
、
信
廣
佯
走
朽
木
中
ニ
匿
ル
、
胡
奢
麻
尹
父
子
追
躡
ス
、
信
廣
巨
箭
一
発
父
子
ヲ
洞
シ
、

直
チ
ニ
木
中
ヨ
リ
跳
出
、
大
刀
ヲ
揮
ツ
テ
稗
酋
数
人
ヲ
斬
ル
、
我
兵
奮
撃
大
ニ
之
ニ
克
ツ
、
餘
衆
潰
散
、
諸
部
震
慴
ス
、
茂
別
家
政

花
沢
ニ
来
リ
、
季
繁
ト
会
シ
各
宝
刀
ヲ
信
廣
ニ
贈
ツ
テ
其
戦
捷
ヲ
賀
ス
、
季
繁
又
伊
駒
政
季
ノ
女
ヲ
養
フ
テ
信
廣
ニ
配
ス
、
七
月
朔

諸
豪
勧
進
、
信
廣
始
メ
テ
國
ヲ
建
ツ
、
是
ヨ
リ
諸
豪
皆
信
廣
ニ
臣
事
ス
、
八
月

（
之
）

新
城
ヲ
天
王
河
北
ニ
築
キ
勝
山
ト
名
ケ
信
廣
徒
ル

二
年
戊
寅
正
月
二
日
満
月
出
ツ
、
四
月
佐
々
木
繁
綱
、
工
藤
祐
長
ヲ
東
部
ニ
遣
ハ
シ
テ
胡
奢
麻
尹
ノ
餘
党
ヲ
勦
ス

三
年
巳

（
己
）

卯
宇
須
岸
ノ
随
岸
寺
ヲ
松
前
ニ
遷
ス

寛
政

（
正
）二

年
壬
午

（
辛
巳
）六

月
十
二
日
仮
父
季
繁
卒
ス
、
八
幡
野
地
名
　
ニ
葬
ル
、
七
月
僧
秀
圓
、
毘
沙
門
天
像
ヲ
上
国
洋
中
ニ
獲
ル
、
堂
ヲ

建
テ
之
ヲ
祭
ラ
シ
ム

（
中
略
）
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太
郎
左
衛
門

式
部
大
輔

上
国
ノ



明
應
三
年
甲
寅
五
月
廿
日
信
廣
花
沢
城
ニ
卒
ス
、
年
六
十
四
、
城
西
ノ
山
上
二
葬
ル
、
乃
チ
其
山
ヲ
夷
王
山
ト
名
ク
（
以
下
略
）

（『
松
前
家
記
』「
一
世
信
廣
」
の
項
よ
り
抜
粋
）

（
16
）

〔
史
料
八
〕

若
狭
守
源
信
廣
、
越
海
入
于
夷
中
、
遂
取
其
南
界
、
以
定
此
地
、
是
歳
嘉
吉
三
年
也
、

（『
蝦
夷
志
』）

（
17
）

〔
史
料
九
〕

○
源
久
院
松
林
季
繁
大
居
士
非
始
祖

以
寛
正
三
年
壬
午
夏
六
月
十
二
日
為
其
忌
日
。
寛
政
三
年
辛
亥
秋
、
臣
廣
長
建
白
之
而
追
謚
、
建
碑
稱
蠣
崎
修
理
大
夫
。
是

始
祖
清
巖
公
之
継
父
也
。

第
一
組

○
荷
遊
院
殿
清
巖
凉
眞
大
禪
定
門
若
狭
守

明
應
三
年
丙
寅
夏
五
月
二
十
日
逝
。
是
即
松
前
建
國
始
祖
也
。

（
以
下
略
）

（『
福
山
秘
府
』
法
諱
部
巻
之
二
十
）

（
18
）

こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
信
広
に
関
す
る
事
柄
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

①
永
享
三
年
（
一
四
三
一
）
二
月
、
若
狭
国
後
瀬
山
城
（
現
福
井
県
小
浜
市
）
に
て
、
同
国
守
護
武
田
信
賢
の
長
子
と
し
て
生
ま
れ
る
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諱
季
繁諱

信
廣



（
母
は
不
明
）。
祖
父
は
信
繁
。
彦
太
郎
。
の
ち
に
若
狭
守
を
名
乗
る
。
は
じ
め
信
賢
は
弟
国
信
を
後
継
者
と
し
た
が
、
そ
の
後
信
広
が

生
ま
れ
た
た
め
、
信
広
を
国
信
の
養
子
と
し
た
が
家
督
争
い
が
生
じ
、
こ
れ
に
巻
き
込
ま
れ
、
宝
徳
三
年
（
一
四
五
一
）
三
月
、
二
一

歳
の
と
き
に
家
人
佐
々
木
繁
綱
・
工
藤
祐
長
ら
と
と
も
に
若
狭
国
を
出
奔
、
東
下
し
て
関
東
の
足
利
（
現
栃
木
県
足
利
市
）
に
至
り
、

し
ば
ら
く
こ
こ
に
い
た
。

②
享
徳
元
年
（
一
四
五
二
）
三
月
に
は
奥
州
田
名
部
に
往
き
、
そ
の
後
蠣
崎
の
地
を
知
行
し
た
。
同
三
年
（
一
四
五
四
）
八
月
に
は
田

名
部
を
知
行
し
て
い
た
安
東
政
季
（
＝
師
季
、
以
下
「
師
季
」
に
表
記
を
統
一
）
・
相
原
政
胤
・
河
野
政
通
ら
と
と
も
に
下
北
半
島
の

大
畑
（
現
青
森
県
大
畑
町
）
か
ら
渡
道
し
た（

19
）

（
こ
の
と
き
蠣
崎
の
土
豪
酒
井
喜
内
・
酒
井
七
内
・
石
黒
喜
多
右
衛
門
・
布
施
新
六
・
磨

呂
市
兵
衛
・
細
界
品
右
衛
門
・
某
氏
徳
兵
衛
ら
も
同
行
し
た
）。
そ
の
後
信
広
は
上
ノ
国
の
蠣
崎
季
繁
（
季
繁
は
若
狭
国
屋
形
武
田
信

繁
の
近
臣
で
あ
っ
た
が
、
罪
あ
っ
て
若
狭
を
立
ち
去
り
商
船
に
乗
り
渡
道
し
、
師
季
の
婿
と
な
り
蠣
崎
修
理
大
夫
と
号
し
上
ノ
国
に
居

住
し
た
と
い
う
）
の
も
と
で
花
沢
館
に
副
え
置
か
れ
た
。
同
年
十
月
に
は
若
狭
武
田
氏
の
重
臣
の
家
柄
で
あ
る
厚
谷
重
政
が
信
広
を
慕

っ
て
若
狭
国
か
ら
来
て
比
石
館
（
現
北
海
道
上
ノ
国
町
）
の
館
主
と
な
っ
た
。

③
康
正
二
年
（
一
四
五
六
）、
ア
イ
ヌ
の
少
年
が
和
人
の
鍛
冶
に
殺
さ
れ
、
ア
イ
ヌ
民
族
が
蜂
起
、
年
が
明
け
て
長
禄
元
年
（
一
四
五

七
）
と
な
る
も
蜂
起
は
鎮
ま
ら
ず
、
諸
館
主
と
の
戦
闘
が
あ
り
多
数
の
城
館
が
攻
め
落
と
さ
れ
た
が
、
下
国
守
護
茂
別
家
政
と
上
ノ
国

花
沢
館
の
蠣
崎
季
繁
だ
け
は
城
館
を
堅
固
に
守
っ
て
い
た
。
こ
の
と
き
上
ノ
国
花
沢
館
に
居
た
信
広
は
、
同
年
六
月
、
ア
イ
ヌ
の
酋
長

コ
シ
ャ
マ
イ
ン
（
首
謀
者
）
父
子
を
射
殺
し
た
。
八
月
勝
山
館
を
築
い
た
。

④
（
コ
シ
ャ
マ
イ
ン
の
戦
い
鎮
圧
後
）
蠣
崎
季
繁
に
は
継
子
が
な
い
の
で
、
安
東
師
季
の
娘
を
養
女
と
し
て
信
広
に
嫁
し
（
信
広
は
師

季
の
婿
と
な
っ
た
）
上
ノ
国
洲
崎
館
（
現
北
海
道
上
ノ
国
町
）
に
住
ま
わ
し
自
身
の
家
督
継
承
者
と
し
た
。

⑤
明
応
三
年
（
一
四
九
四
）
五
月
二
〇
日
、
信
広
は
花
沢
館
に
て
死
去
。
六
四
歳
。
荷

院
道
号
清
巖
涼
眞
大
禅
定
門
。
城
西
（
勝
山

館
か
）
の
山
上
に
葬
る
。
以
後
、
そ
の
山
を
夷
王
山
と
名
付
け
た（

20
）

。
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以
上
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
全
て
後
世
の
編
纂
物
か
ら
抽
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ

の
作
業
は
こ
れ
ま
で
数
多
く
の
先
学
に
よ
り
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。
次
章
以
下
で
は
先
学
の
成
果
を
も
ふ
ま
え
な
が
ら
、
武
田
信
広
の
出

自
に
つ
い
て
①
若
狭
武
田
氏
出
自
説
、
②
若
狭
国
出
自
説
を
中
心
に
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

第
二
章
　
信
広
＝
若
狭
武
田
氏
出
自
説
の
再
検
討

本
章
で
は
、
①
信
広
＝
若
狭
武
田
氏
出
自
説
を
再
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
そ
も
そ
も
若
狭
武
田
氏
と
は
一
体
い
か
な
る
氏
族
で
あ
ろ

う
か
。

若
狭
武
田
氏
の
初
代
は
武
田
信
栄
と
さ
れ
る
（【
若
狭
武
田
氏
（
信
繁
流
）
略
系
図
】
参
照
）

（
21
）

。
父
は
安
芸
国
分
郡
守
護
の
武
田
信
繁

で
あ
る
（
以
下
、
便
宜
上
こ
の
系
統
を
「
信
繁
流
若
狭
武
田
氏
」
と
称
す
る
）。
信
栄
は
時
の
室
町
幕
府
第
六
代
将
軍
足
利
義
教
の
近
習

と
な
り
、
永
享
十
二
年
（
一
四
四
〇
）
五
月
、
義
教
の
命
に
よ
り
、
同
じ
く
義
教
の
近
習
で
あ
る
細
川
持
常
・
一
色
教
親
ら
と
と
も
に
出

陣
先
の
大
和
の
陣
中
に
お
い
て
一
色
義
貫
・
土
岐
持
頼
を
謀
殺
し
た（

22
）

。
こ
の
功
績
に
よ
り
信
栄
は
一
色
義
貫
の
遺
領
の
一
部
で
あ
る
若

狭
国
の
守
護
職
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
信
繁
流
若
狭
武
田
氏
が
若
狭
国
と
の
関
係
を
持
っ
た
最
初
で
あ
る
。
し
か
し
信
栄
は

同
年
七
月
に
は
死
去
し
て
し
ま
い（

23
）

、
そ
の
跡
は
信
栄
の
弟
信
賢
が

継
承
し
同
国
守
護
と
な
っ
た
。
こ
の
の
ち
し
ば
ら
く
は
信
賢
の
守

護
在
職
が
続
い
た
が
、
文
明
三
年
（
一
四
七
一
）
六
月
に
信
賢
が

死
去
す
る（

24
）

と
、
さ
ら
に
信
賢
の
弟
国
信
が
守
護
職
を
継
承
し
た
。

つ
ま
り
初
代
信
栄
か
ら
国
信
ま
で
は
兄
弟
間
で
守
護
職
及
び
家
督

が
相
承
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
国
信
以
降
は
そ
の
子
ら
の
系
統
が
世
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【
若
狭
武
田
氏
（
信
繁
流
）
略
系
図
】 

 

　
信
繁
　
　
信
栄 

　
　
　
　
　
信
賢
　
　
信
広
（
？
） 

　
　
　
　
　
国
信
　
　
信
親 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
信
　
　
元
光
　
　
信
豊
　
　
義
統
　
　
元
明
　 



襲
し
た
。

さ
て
、
こ
こ
で
想
起
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
第
一
章
で
検
出
し
た
武
田
信
広
の
生
没
年
で
あ
る
。
前
述
の
ご
と
く
信
広
の
生
年
は

永
享
三
年
（
一
四
三
一
）
で
あ
り
、
没
年
は
明
応
三
年
（
一
四
九
四
）
で
、
死
去
時
の
年
齢
は
六
四
歳
と
さ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
宝
徳
三
年

（
一
四
五
一
）
に
は
二
一
歳
で
あ
っ
た
と
い
う
記
述
も
見
受
け
ら
れ
る
（
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
事
実
は
近
世
の
編
産
物
か
ら

抽
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
信
憑
性
は
決
し
て
高
く
は
な
い
。
し
か
し
ほ
か
に
拠
る
べ
く
史
料
も
な
く
、
ま
た
こ
れ
ら
の
数
値
を
完
全

に
否
定
し
さ
る
根
拠
も
な
い
の
で
、
現
状
で
は
こ
の
数
値
で
考
察
す
る
ほ
か
は
な
い
）。
加
え
て
信
広
は
信
賢
の
実
子
で
あ
り
、
国
信
の

養
子
と
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
信
栄
・
信
賢
・
国
信
兄
弟
の
生
年
お
よ
び
没
年
齢
を
記
し
た
史
料
と
し
て
は
『
武
田
系
図
』

（
25
）

が
あ
る
。
た
だ
し
同
系
図
は
一
七

世
紀
後
半
の
成
立
と
考
え
ら
れ
て
お
り（

26
）

、
や
は
り
当
該
期
の
史
料
で
は
な
く
後
世
の
編
纂
物
で
あ
る
の
で
、
そ
の
使
用
に
お
い
て
は
史
料

批
判
が
必
要
で
あ
る
。
幸
い
三
兄
弟
の
没
年
に
つ
い
て
は
当
時
の
一
次
史
料
が
残
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
に
よ
り
『
武
田
系
図
』
に
み

ら
れ
る
三
兄
弟
の
生
没
年
お
よ
び
没
年
齢
の
記
載
を
で
き
る
限
り
確
認
・
訂
正
し
、
こ
れ
に
前
述
の
信
広
の
そ
れ
を
あ
わ
せ
て
ま
と
め
た

も
の
が
次
頁
の
【
生
没
年
・
没
年
齢
一
覧
表
】
で
あ
る
。

ま
ず
は
一
覧
表
の
「
信
広
生
年
時
の
年
齢
」
に
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
信
広
が
生
ま
れ
た
と
さ
れ
る
永
享
三
年
に
は
、
そ
の
実
父

と
さ
れ
る
信
賢
は
わ
ず
か
一
二
歳
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
年
齢
差
か
ら
考
え
れ
ば
信
賢
実
父
説
は
成
立
し
難
い
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
弟
国
信
に
い
た
っ
て
は
生
ま
れ
て
す
ら
い
な
い
。

信
栄
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
表
に
よ
れ
ば
、
信
栄
は
信
広
の
生
年
当
時
一
九
歳
と
推
定
さ
れ
る
。
年
齢
的
に
は
信
広
の
父
親
と
考
え
ら

れ
る
可
能
性
は
あ
る
。
し
か
し
前
述
の
ご
と
く
、
信
栄
の
死
去
後
は
実
弟
の
信
賢
が
家
督
を
継
承
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
信
栄
に
は
有

力
な
家
督
相
続
者
＝
実
子
が
い
な
か
っ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
信
栄
か
ら
信
賢
へ
の
権
限
移
譲
に
関
し
て
も
問
題
が
あ
っ
た
と
い

う
事
実
は
特
に
見
出
せ
な
い
。
つ
ま
り
信
栄
が
信
広
の
実
父
で
あ
る
可
能
性
も
非
常
に
低
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
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の
こ
と
か
ら
信
栄
ら
三
兄
弟
が
信
広
の
実
父
で
あ
る
可
能
性
は
非
常
に
低
い
と
い
え
よ
う
。

た
だ
し
信
広
と
信
栄
ら
の
間
に
兄
弟
関
係
が
成
立
す
る
と
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の

場
合
、
信
広
は
信
繁
の
子
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
年
代
的
に
は
不
可
能
で
は
な
く
、
今
後
の
検

討
が
必
要
で
あ
る（

27
）

。

ま
た
信
広
の
実
父
を
信
栄
ら
三
兄
弟
の
子
供
の
代
に
求
め
得
る
可
能
性
も
考
え
て
み
る
必
要

が
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
一
定
の
時
間
的
制
限
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
章
で
見
た
ご
と

く
、
信
広
は
長
禄
元
年
（
一
四
五
七
）
に
ア
イ
ヌ
の
酋
長
コ
シ
ャ
マ
イ
ン
父
子
を
射
殺
し
、
ア

イ
ヌ
の
動
乱
を
鎮
定
に
導
い
て
い
る
。
こ
れ
は
大
変
重
要
な
事
績
で
、
な
ぜ
な
ら
ば
、
コ
シ
ャ

マ
イ
ン
の
戦
い
の
鎮
定
者
で
あ
る
と
い
う
功
績
こ
そ
が
、
信
広
が
道
南
地
域
に
お
い
て
近
世
松

前
藩
権
力
の
基
と
な
っ
た
自
己
の
権
力
を
確
立
し
て
い
く
き
っ
か
け
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

信
広
が
松
前
藩
・
松
前
（
蠣
崎
）
氏
の
「
始
祖
」
と
称
さ
れ
る
由
縁
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、

こ
の
戦
い
の
鎮
定
者
は
間
違
い
な
く
信
広
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
同
時
に
、
動
乱
発
生
以
前
ま

で
に
乱
を
鎮
定
で
き
る
だ
け
の
器
量
を
持
っ
た
武
将
に
成
長
し
て
い
た
こ
と
が
絶
対
条
件
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

お
そ
ら
く
コ
シ
ャ
マ
イ
ン
の
戦
い
鎮
定
時
に
信
広
が
一
廉
の
武
将
に
成
長
し
て
い
た
可
能
性

は
動
か
し
難
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
信
広
の
生
年
の
下
限
を
考
え
る
場
合
も
長
禄
元

年
ま
で
に
は
す
で
に
青
年
期
以
上
に
達
し
て
い
た
こ
と
を
念
頭
に
置
か
ね
ば
な
ら
ず
、
あ
ま
り
引
き
下
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

一
方
、
長
禄
元
年
に
は
信
栄
は
す
で
に
死
去
、
信
賢
は
三
八
、
国
信
は
一
九
歳
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
青
年
期
に
達
す
る
ほ
ど
の
年

齢
の
孫
（
信
広
）
が
い
る
よ
う
な
歳
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
信
広
の
実
父
を
信
栄
ら
三
兄
弟
の
子
供
の
代
に
求
め
ら
れ
る
可
能
性
は
極
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【生没年・没年齢一覧表】    

 

信栄 

信賢 

国信 

信広 

生年 

応永20年（1413） 

応永27年（1420） 

永享10年（1438） 

永享　3年（1431） 

信広生年時の年齢 

19 

12 

― 

― 

 

没年 

永享12年（1440） 

文明　3年（1471） 

延徳　2年（1490） 

明応　3年（1494） 

没年齢 

28 

52 

53 

64

※信栄の没年齢は『武田系図』に記載がないが、その生没年から算出した。 
※信賢の没年齢に関しては、その没年を記した『宗賢卿記』文明３年６月３日条に５２

歳と注記がある。『武田系図』の記述もこれと同じであり、このことは同系図の記載
のある程度の信憑性を示すものであろう。 

※国信の没年は『武田系図』には延徳３年とあるが、延徳２年の誤りであり（『実隆公
記』延徳２年６月２１日条）訂正した。 

 
 



め
て
低
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

以
上
、
信
広
が
信
繁
流
若
狭
武
田
氏
の
出
自
で
あ
る
可
能
性
を
、
主
に
生
没
年
お
よ
び
没
年
齢
の
比
較
に
よ
り
検
討
し
て
き
た
が
、
信

広
に
冠
す
る
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
検
出
史
料
に
問
題
を
残
す
が
、
信
広
が
信
栄
ら
三
兄
弟
お
よ
び
彼
ら
の
子
息
以
下
を
実
父
と
す

る
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。
か
ろ
う
じ
て
信
栄
ら
の
父
、
信
繁
を
実
父
と
す
る
可
能
性
の
み
残
さ
れ
る
が
、
全

体
と
し
て
は
信
広
が
信
繁
流
若
狭
武
田
氏
の
出
自
で
あ
る
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
「
武
田
信
広
が
コ
シ
ャ
マ
イ
ン
の
戦
い
を
鎮
定
し
た
」
と
い
う
事
実
に
着
目
し
た
い
。

乱
鎮
定
時
、
信
広
が
鎮
定
者
と
し
て
相
応
し
い
器
量
を
兼
ね
備
え
た
武
将
に
成
長
し
て
い
た
可
能
性
が
非
常
に
高
い
こ
と
は
す
で
に
前

述
し
た
が
、
は
た
し
て
そ
れ
だ
け
で
乱
の
鎮
定
者
た
る
資
格
を
満
た
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
が
思
う
に
、
蜂
起
後
、
道
南
の
数
々
の

館
を
陥
落
さ
せ
た
大
酋
長
コ
シ
ャ
マ
イ
ン
を
首
謀
と
す
る
勢
力
は
、
当
時
の
「
和
人
」

（
28
）

勢
力
に
と
っ
て
大
変
驚
異
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
戦
い
の
六
年
前
（
宝
徳
三
年
）
に
故
国
を
出
奔
し
、
三
年
前
（
享
徳
三
年
）
に
渡
道
し
て
在
地
勢
力
の
客
将
と

な
っ
た
ば
か
り
の
人
物
が
、
は
た
し
て
乱
鎮
定
に
多
大
な
功
績
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
案
ず
る
に
信
広
が
コ
シ
ャ

マ
イ
ン
の
戦
い
鎮
定
の
中
心
人
物
足
り
え
る
に
は
、
そ
れ
以
前
に
当
該
地
域
に
お
い
て
一
定
の
経
済
的
・
軍
事
的
基
盤
を
確
立
さ
せ
て
い

た
こ
と
を
前
提
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
る
。
そ
れ
は
四
、
五
年
で
培
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
お
そ
ら
く
は
宝

徳
三
年
よ
り
か
な
り
以
前
に
、
信
広
か
そ
の
前
代
の
人
物
か
は
判
断
し
か
ね
る
が
、
北
方
地
域
に
来
住
し
、
時
間
を
か
け
て
同
地
域
に
お

い
て
独
自
の
勢
力
を
培
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
や
は
り
信
広
は
元
来
北
方
地
域
に
基
盤
を
有
し
た
在
地
勢
力
の
出
身
で
あ
る
と
考
え
た
方
が
は
る
か
に
合

理
的
で
あ
る
。
す
る
と
前
章
で
示
し
た
③
信
広
＝
蠣
崎
氏
出
自
説
が
急
浮
上
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う

か
。
次
章
で
は
、
以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
残
る
②
信
広
＝
若
狭
国
出
自
説
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
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第
三
章
　
信
広
＝
若
狭
国
出
自
説
の
検
討

―
若
狭
国
小
守
護
代
武
田
氏
を
出
自
と
す
る
可
能
性
―

本
章
で
は
②
信
広
＝
若
狭
国
出
自
説
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
信
広
の
出
自
に
関
す
る
諸
要
素
を
導
き
出
し
、
そ
れ
ら
を
満
た
す
こ

と
の
で
き
る
新
た
な
出
自
説
を
提
示
し
て
み
た
い
と
思
う
。

１
　
②
信
広
＝
若
狭
国
出
自
説
の
再
検
討

ま
ず
は
若
狭
国
出
自
説
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
再
度
確
認
し
よ
う
。

②
信
広
＝
若
狭
国
出
自
説
と
は
、
信
広
が
信
繁
流
若
狭
武
田
氏
の
出
自
で
あ
る
と
い
う
所
伝
は
否
定
し
、
若
狭
国
か
ら
北
方
地
域
に
流

れ
て
き
た
人
物
で
あ
る
と
す
る
説
で
あ
る
。

同
説
を
主
張
す
る
研
究
者
の
一
人
、
海
保
氏
は
、
実
は
同
氏
著
『
中
世
の
蝦
夷
地
』

（
29
）

の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

松
前
家
の
記
録
で
は
信
広
は
れ
っ
き
と
し
た
武
田
源
氏
・
若
狭
守
護
家
の
直
系
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
頃
の
信
広
は
「
按
す
る
に

信
広
、
此
地
に
来
り
し
事
、
此
辺
及
び
蝦
夷
島
の
名
産
た
る
海
帯
等
を
交
易
し
て
国
に
送
り
し
物
な
る
べ
し
」（『
蝦
夷
島
奇
観
』
付

録
）
と
あ
る
。
要
す
る
に
昆
布
買
い
の
商
人
で
あ
る
。
こ
と
に
よ
る
と
信
広
は
、（
中
略
）
若
狭
守
護
武
田
氏
と
被
官
関
係
に
あ
っ

た
者
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
遠
隔
地
間
交
易
に
従
事
す
る
武
装
商
人
こ
そ
が
、
こ
の
段
階
の
館
主
の
基
本
的
あ
り
方
で
あ
っ

た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
で
あ
る（

30
）

。
す
な
わ
ち
、
海
保
氏
は
『
蝦
夷
島
奇
観
』
付
録（

31
）

の
所
伝
を
根
拠
と
し
て
、
信
広
の
前
身
は
若
狭
守
護
武
田
氏

（
＝
信
繁
流
若
狭
武
田
氏
）
と
被
官
関
係
に
あ
っ
た
可
能
性
の
あ
る
遠
隔
地
間
交
易
＝
日
本
海
交
易
に
従
事
す
る
昆
布
商
人
（
武
装
商
人
）

で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
②
説
を
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
だ
指
摘
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

実
は
、
こ
の
海
保
氏
の
説
は
、
同
じ
く
②
説
の
立
場
に
立
つ
入
間
田
氏
に
よ
り
、
引
用
史
料
の
信
憑
性
に
問
題
が
あ
る
な
ど
の
指
摘
が
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近
年
な
さ
れ
て
い
る（

32
）

。
し
か
し
こ
こ
で
想
起
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
武
田
信
広
を
始
祖
と
す
る
松
前
氏
・
松
前
藩
権
力
は
、
周
知
の

ご
と
く
、
そ
の
財
政
基
盤
を
本
州
（
和
人
）
と
蝦
夷
地
（
ア
イ
ヌ
）
と
の
交
易
権
を
独
占
・
統
轄
す
る
こ
と
に
求
め
て
い
た
と
い
う
事
実

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
財
政
基
盤
を
有
す
る
松
前
藩
の
藩
祖
と
し
て
、「
遠
隔
地
間
交
易
に
従
事
す
る
武
装
商
人
」
を
前
身
と
す
る
信
広

像
は
非
常
に
合
致
す
る
と
思
え
る
の
は
筆
者
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
財
政
基
盤
を
交
易
権
の
独
占
に
求
め
た
松
前
藩
権
力
の

始
祖
と
さ
れ
る
信
広
が
、
交
易
に
従
事
す
る
商
人
的
な
要
素
を
元
来
有
し
て
い
た
と
い
う
推
定
は
強
ち
無
理
で
は
な
か
ろ
う
。
で
あ
る
か

ら
こ
そ
、
信
広
渡
道
以
前
か
ら
同
地
域
に
お
い
て
行
わ
れ
て
き
た
ア
イ
ヌ
民
族
と
の
交
易
に
順
応
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
②
説
を
多
少
訂
正
す
る
こ
と
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
信
広
は
若
狭
国
出
身
で
、
交
易
、
特
に
日
本
海
交
易
に
従
事
す
る
商
人
的

な
要
素
を
兼
ね
備
え
た
氏
族
を
出
自
と
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

実
は
、
こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
す
存
在
が
室
町
期
の
若
狭
国
内
に
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
信
繁
流
若
狭
武
田
氏
の
若
狭
国
入
部

以
前
に
同
国
の
守
護
で
あ
っ
た
一
色
氏
の
も
と
で
小
守
護
代
職
に
就
い
て
い
た
武
田
氏
の
存
在
で
あ
る
。
次
節
で
は
、
こ
の
若
狭
国
小
守

護
代
武
田
氏
（
以
下
、「
小
守
護
代
武
田
氏
」
と
だ
け
略
記
す
る
）
が
武
田
信
広
の
出
自
で
あ
る
可
能
性
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

２
　
信
広
＝
小
守
護
代
武
田
氏
出
自
説
の
検
討

ま
ず
小
守
護
代
武
田
氏
と
は
い
か
な
る
存
在
な
の
か
押
さ
え
て
お
こ
う
。

前
述
の
ご
と
く
、
信
繁
流
若
狭
武
田
氏
の
若
狭
国
入
部
以
前
、
同
国
の
守
護
は
一
色
氏
で
あ
っ
た
。
一
色
氏
は
貞
治
五
年
（
一
三
六
六
）

に
若
狭
国
の
守
護
職
を
獲
得
し
て
以
後（

33
）

、
永
享
十
二
年
に
信
繁
流
若
狭
武
田
氏
に
改
変
さ
れ
る
ま
で
、
そ
の
在
職
は
七
〇
年
以
上
に
も
及

ん
だ
。
こ
の
間
一
色
氏
の
当
主
＝
守
護
は
常
時
在
国
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
幕
府
に
出
仕
し
在
京
し
て
い
る
こ
と
の
方
が
多

く
、
代
わ
り
に
守
護
の
代
官
＝
守
護
代
の
小
笠
原
氏
が
在
国
し
政
務
を
取
り
仕
切
っ
て
い
た
。
し
か
し
南
北
朝
末
期
頃
に
な
る
と
守
護
代

小
笠
原
氏
も
次
第
に
在
京
す
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
代
わ
り
と
し
て
在
国
し
政
務
を
行
っ
て
い
た
の
が
小
守
護
代
の
武
田
氏

で
あ
っ
た（

34
）

。
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こ
の
小
守
護
代
武
田
氏
は
、
守
護
代
小
笠
原
氏
と
同
様
に
一
色
氏
の
若
狭
国
守
護
職
就
任
と
同
時
（
＝
貞
治
五
年
）
に
就
任
し
た
と
推

定
さ
れ
、
は
じ
め
に
「
右
京
亮
重
信
（
浄
源
）」
が
そ
の
任
に
あ
っ
た
が
応
永
三
年
（
一
三
九
六
）
に
死
去
し
て
し
ま
い
、
跡
は
子
の

「
左
近
将
監
長
盛
（
寿
恩
）」
が
継
ぎ
、
父
子
二
代
に
わ
た
り
同
国
小
守
護
代
職
と
し
て
一
色
氏
の
若
狭
経
営
の
中
枢
を
担
っ
て
い
た（

35
）

。

な
か
で
も
注
目
す
べ
き
は
、
鎌
倉
後
期
か
ら
室
町
中
期
頃
に
か
け
て
成
立
し
た
と
さ
れ
る
、
若
狭
国
今
富
名
（
現
福
井
県
小
浜
市
）
の

代
々
の
領
主
を
記
し
た
『
若
狭
国
税
所
今
富
名
領
主
代
々
次
第
』

（
36
）

に
あ
る
「
應
永
三
年
正
月
廿
五
日
又
代
浄
源
死
去
之
後
、
子
息
左
近

将
監
長
盛
、
守
護
代
并
地
頭
代
に
て
當
濱
に
住
居
」（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
）
と
い
う
記
述
で
あ
る
（
小
守
護
代
武
田
氏
は
今
富
名
の
代

官
も
兼
務
し
て
い
た
）。
こ
の
「
當
濱
」
と
は
小
浜
＝
小
浜
港
（
現
福
井
県
小
浜
市
）
を
さ
し
、
小
守
護
代
武
田
氏
は
小
浜
に
「
住
居
」

し
て
若
狭
一
国
の
政
務
を
取
り
仕
切
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

小
浜
港
は
南
北
朝
期
以
降
に
栄
え
た
日
本
海
側
有
数
の
要
港
で
あ
る
。
同
地
に
「
住
居
」
し
た
小
守
護
代
武
田
氏
も
、
国
政
を
執
る
傍

ら
日
本
海
交
易
に
関
わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
当
時
す
で
に
鎌
倉
末
期
に
は
北
東
北
の
津
軽

地
方
と
越
前
国
と
の
間
に
海
運
が
開
か
れ
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
若
狭
国
に
も
及
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る（

37
）

。

こ
こ
に
小
守
護
代
武
田
氏
と
北
方
地
域
と
の
関
係
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
小
守
護
代
武
田
氏
が
若
狭
国
の
実
質
的
経
営
者
た
る
地
位
に
い
た
時
期
は
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
若
狭
国
の
歴
代
の
守
護
・

守
護
代
・
小
守
護
代
の
就
任
の
時
期
・
名
を
記
し
た
『
若
狭
国
守
護
職
次
第
』（
鎌
倉
末
期
か
ら
室
町
期
に
か
け
て
成
立
）

（
38
）

に
よ
れ
ば
、

応
永
一
三
年
（
一
四
〇
六
）
一
〇
月
の
守
護
代
小
笠
原
氏
の
失
脚
と
同
時
に
、
小
守
護
代
武
田
氏
も
同
職
か
ら
退
い
た
よ
う
で
あ
る
。
以

後
、
小
守
護
代
武
田
氏
お
よ
び
そ
の
後
裔
の
若
狭
国
に
お
け
る
活
動
は
一
切
見
ら
れ
な
く
な
る
。

以
上
、
一
色
氏
時
代
の
若
狭
国
小
守
護
代
武
田
氏
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
筆
者
は
こ
の
系
統
の
武
田
氏
こ
そ
が
、
松
前
氏
祖
武
田
信

広
の
出
自
に
繋
が
る
存
在
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
可
能
性
を
み
て
い
こ
う
。

信
広
の
出
自
を
小
守
護
代
武
田
氏
に
求
め
た
場
合
、
ま
ず
第
一
に
、
信
広
は
「
若
狭
国
の
武
田
氏
」
の
出
自
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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こ
の
場
合
②
若
狭
国
出
自
説
を
簡
単
に
ク
リ
ア
で
き
る
。

ま
た
小
守
護
代
武
田
氏
は
応
永
一
三
年
に
失
脚
し
、
以
後
若
狭
国
で
の
活
動
が
全
く
見
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
点
で
系
譜

が
途
絶
え
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
仮
に
そ
う
で
は
な
く
、
小
守
護
代
と
し
て
小
浜
在
住
時
に
同
氏
が
日
本
海
交
易
に
関
係
し
て
い
た
可
能

性
か
ら
類
推
し
て
、
失
職
後
に
新
天
地
を
求
め
て
日
本
海
を
北
方
地
域
へ
と
帆
を
進
め
た
と
考
え
る
こ
と
は
無
理
で
あ
ろ
う
か
。
同
氏
が

失
脚
後
す
ぐ
に
北
方
地
域
に
来
住
し
た
と
す
れ
ば
、
応
永
一
三
年
か
ら
信
広
が
コ
シ
ャ
マ
イ
ン
の
戦
い
を
鎮
定
し
た
長
禄
元
年
（
一
四
五

七
）
ま
で
約
五
〇
年
も
の
時
間
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
コ
シ
ャ
マ
イ
ン
の
戦
い
当
時
ま
で
に
、
信
広
が
北

方
地
域
に
お
い
て
同
乱
を
鎮
定
す
る
に
足
る
勢
力
を
保
有
し
得
た
こ
と
の
時
間
的
問
題
を
解
決
し
て
く
れ
る
だ
け
で
な
く
、
前
述
の
ご
と

く
、
信
広
が
松
前
藩
祖
足
り
え
る
条
件
と
し
て
日
本
海
交
易
に
従
事
す
る
商
人
的
な
要
素
を
兼
ね
備
え
た
氏
族
の
出
自
で
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
可
能
性
を
も
見
事
に
満
た
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
信
広
の
一
代
か
二
代
前
に
あ
た
る
人
物
が
初
め
て
こ
の

地
域
を
訪
れ
、
そ
の
後
信
広
の
代
に
い
た
る
ま
で
数
十
年
の
時
を
か
け
独
自
の
勢
力
を
築
き
上
げ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

加
え
て
『
若
狭
国
守
護
職
次
第
』
の
一
色
詮
範
の
項
に
「
同
年
（
応
永
四
年
）
武
田
将
監
（
長
純
）
任
若
狭
守
軈
出
家
。
法
名
壽
恩
」

（
傍
線
お
よ
び
（

）
は
筆
者
に
よ
る
）
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
非
常
に
興
味
深
い
。
史
料
一
な
ど
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
信
広
の
官
途
は

「
若
狭
守
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
一
方
で
信
繁
流
若
狭
武
田
氏
の
嫡
流
の
官
途
は
「
大
膳
大
夫
」
や
「
伊
豆
守
」
で
あ
り
、「
若
狭
守
」
は

少
な
く
と
も
信
広
出
生
前
後
の
時
期
に
は
み
ら
れ
な
い
。
信
広
の
官
途
「
若
狭
守
」
は
若
狭
出
身
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
の
僭
称

で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
小
守
護
代
武
田
氏
と
信
広
の
官
途
の
一
致
は
、
偶
然
の
産
物
で
あ
る
と
片
付
け
て
よ

い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
信
広
の
義
父
蠣
崎
季
繁
が
、
も
と
は
若
狭
武
田
氏
の
近
臣
で
あ
っ
た
が
罪
あ
っ
て
若
狭
を
去
り
商
船
に
乗
り
渡
道
し
、
安
藤
師

季
の
婿
と
な
り
蠣
崎
修
理
大
夫
と
号
し
て
上
ノ
国
に
居
住
し
た
と
い
う
所
伝（

39
）

は
、
小
守
護
代
武
田
氏
の
失
脚
以
後
の
行
動
を
暗
示
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
季
繁
の
渡
道
ま
で
の
所
伝
が
季
繁
自
身
が
経
験
し
た
過
去
で
あ
る
＝
季
繁
が
若
狭
国
出
身
で
あ
る
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と
ま
で
は
言
わ
な
い
。
し
か
し
季
繁
の
所
伝
は
、
若
狭
武
田
氏
の
近
臣
と
い
う
こ
と
を
除
け
ば
、
小
守
護
代
武
田
氏
、
す
な
わ
ち
武
田
信

広
の
出
自
で
あ
ろ
う
一
族
が
辿
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
道
程
を
示
し
て
い
る
と
思
え
て
仕
方
な
い
の
で
あ
る
。
先
の
筆
者
の
推
定
に
も
ほ
ぼ

一
致
す
る
こ
と
も
、
こ
の
感
を
強
く
す
る
一
因
で
あ
る
。

最
後
に
、
信
広
の
出
自
を
小
守
護
代
武
田
氏
と
し
た
場
合
、
江
戸
期
の
編
纂
物
に
記
さ
れ
た
①
若
狭
武
田
氏
（
信
繁
流
若
狭
武
田
氏
）

出
自
説
も
、「
武
田
氏
」
違
い
で
は
あ
る
が
一
面
の
真
実
を
伝
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
前

述
の
ご
と
く
、
近
世
江
戸
期
に
松
前
藩
が
自
己
の
出
自
が
若
狭
武
田
氏
（
信
繁
流
若
狭
武
田
氏
）
で
あ
る
確
証
を
得
る
た
め
に
数
十
年
に

も
わ
た
り
調
査
を
お
こ
な
っ
た
事
実
は
到
底
理
解
し
難
い
。
お
そ
ら
く
は
当
時
の
松
前
氏
に
お
い
て
も
、
少
な
く
と
も
自
家
の
出
自
が
若

狭
国
に
あ
る
こ
と
だ
け
は
確
実
視
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
で
は
、
松
前
氏
祖
武
田
信
広
の
出
自
に
つ
い
て
再
検
討
を
加
え
、
ま
ず
は
生
没
年
お
よ
び
没
年
齢
の
比
較
に
よ
り
、
近
世

の
編
纂
物
に
記
さ
れ
る
信
広
＝
若
狭
武
田
氏
（
信
繁
流
若
狭
武
田
氏
）
出
自
説
が
成
立
す
る
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
を
あ
ら
た
め

て
確
認
し
た
。

そ
し
て
信
広
が
若
狭
国
小
守
護
代
武
田
氏
を
出
自
と
す
る
可
能
性
を
新
た
に
提
唱
し
た
。
信
広
を
小
守
護
代
武
田
氏
の
出
自
と
し
た
場

合
、
信
広
が
コ
シ
ャ
マ
イ
ン
の
戦
い
を
鎮
定
で
き
た
こ
と
も
、
の
ち
に
交
易
に
経
済
基
盤
を
お
く
権
力
を
創
出
で
き
た
こ
と
も
、
い
ず
れ

も
無
理
な
く
理
解
で
き
る
こ
と
は
す
で
に
み
て
き
た
通
り
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
信
広
が
小
守
護
代
武
田
氏
を
出
自
と
す
る
こ
と
を
新
た
に
提
案
し
た
に
過
ぎ
ず
、
本
格
的
な
立
証
作
業
は
今
後
の
課
題
で

あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
こ
の
提
案
に
よ
り
、
近
年
の
研
究
で
は
無
視
さ
れ
る
に
等
し
い
扱
い
を
受
け
て
い
た
、
近
世
の
編
纂
物
に
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記
さ
れ
た
信
広
＝
若
狭
武
田
氏
出
自
説
に
、「
若
狭
の
武
田
氏
が
出
自
で
あ
る
」
と
い
う
所
伝
に
限
り
真
実
を
伝
え
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
点
で
再
評
価
を
与
え
ら
れ
た
と
思
う
。
こ
の
こ
と
は
同
説
の
記
さ
れ
て
い
る
多
く
の
編
纂
物
へ
の
再
検
討
の
必
要
性
を
提
起
す

る
こ
と
に
も
繋
が
る
と
考
え
る
。

省
み
れ
ば
出
自
以
外
の
信
広
に
関
す
る
諸
事
実
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
ふ
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
今
後
は
近
年
の
発
掘
に
よ
り
成
果
が
あ
が

っ
て
い
る
考
古
資
料
な
ど
を
も
あ
わ
せ
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
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註（
１
）
十
三
湊
遺
跡
に
関
し
て
は
、
一
九
九
一
年
に
始
ま
っ
た
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
調
査
以
降
、
数
多
く
の
調
査
報
告
書
や
研
究
論
文
お
よ
び
出
版

物
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
近
年
の
代
表
的
な
も
の
の
み
あ
げ
る
。
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
編
『
中
世
都
市
十
三
湊
と
安
藤
氏
』（
新
人

物
往
来
社
、
一
九
九
四
年
）、
小
口
雅
史
編
『
津
軽
安
藤
氏
と
北
方
世
界
』（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
五
年
）、
榊
原
滋
高
「
中
世
港
湾
都
市

十
三
湊
遺
跡
の
発
掘
調
査
」（
村
井
章
介
・
斉
藤
利
男
・
小
口
雅
史
編
『
北
の
環
日
本
海
世
界
―
書
き
か
え
ら
れ
る
津
軽
安
藤
氏
―
』〔
山
川
出
版

社
、
二
〇
〇
二
年
〕
所
収
）
な
ど
。

ま
た
勝
山
館
・
夷
王
山
墳
墓
群
に
関
し
て
も
多
数
の
成
果
が
あ
る
が
、
一
九
九
九
年
九
月
に
は
勝
山
館
跡
発
掘
調
査
二
〇
周
年
を
記
念
し
て

「
上
ノ
国
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
海
峡
が
つ
な
ぐ
地
域
史
を
掘
る
」
が
開
催
さ
れ
、
そ
の
内
容
を
ま
と
め
た
網
野
善
彦
・
石
井
進
編
『
北
か
ら
見
直
す

日
本
史
―
上
之
国
勝
山
館
跡
と
夷
王
山
墳
墓
群
か
ら
み
え
る
も
の
―
』（
大
和
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
こ
の
こ
と
は
日
本
の
南
方
地
域
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
近
年
、
例
え
ば
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
か
ら
刊
行
が
始
ま
っ
た
講
談
社
の
『
日
本
の
歴

史
』
シ
リ
ー
ズ
が
、
そ
の
第
一
四
巻
を
『
周
縁
か
ら
見
た
中
世
日
本
』（
大
石
直
正
・
高
良
倉
吉
・
高
橋
公
明
著
、
講
談
社
、
二
〇
〇
一
年
）
と

題
し
、
特
に
一
巻
を
立
て
て
中
世
の
北
方
・
南
方
両
地
域
を
取
り
上
げ
て
お
り
、
ま
た
二
〇
〇
二
年
二
月
か
ら
刊
行
が
始
ま
っ
た
、
日
本
中
世
史

に
の
み
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
た
中
央
公
論
新
社
の
『
日
本
の
中
世
』
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
第
一
巻
『
中
世
の
か
た
ち
』（
石
井
進
著
）
に
お
い
て
北
方



地
域
史
に
関
す
る
叙
述
が
全
体
の
四
割
程
度
を
占
め
て
お
り
、
ま
た
同
シ
リ
ー
ズ
第
五
巻
『
北
の
平
泉
、
南
の
琉
球
』（
入
間
田
宣
夫
・
豊
見
山

和
行
著
、
二
〇
〇
二
年
）
も
南
北
両
地
域
に
関
す
る
叙
述
で
一
巻
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
二
〇
〇
二
年
二
月
か
ら
刊
行
が
始
ま
っ
た

吉
川
弘
文
館
の
『
日
本
の
時
代
史
』
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
第
一
八
巻
『
琉
球
・
沖
縄
史
の
世
界
』（
豊
見
山
和
行
編
、
二
〇
〇
三
年
）、
第
一
九
巻

『
蝦
夷
島
と
北
方
世
界
』（
菊
池
勇
夫
編
、
二
〇
〇
三
年
）
の
よ
う
に
、
北
方
・
南
方
を
一
巻
ず
つ
に
分
け
て
取
り
上
げ
て
い
る
（
た
だ
し
こ
れ
ら

は
時
代
を
中
世
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
い
）。

こ
の
よ
う
な
両
地
域
の
取
り
上
げ
方
は
従
来
の
通
史
に
は
な
か
っ
た
こ
と
で
、
こ
の
こ
と
だ
け
を
み
て
も
、
近
年
両
地
域
に
対
す
る
関
心
が
い

か
に
高
ま
っ
て
き
て
い
る
か
が
よ
く
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

（
３
）
そ
の
成
果
は
入
間
田
宣
夫
・
小
林
真
人
・
斉
藤
利
男
編
『
北
の
内
海
世
界
―
北
奥
羽
・
蝦
夷
ヶ
島
と
地
域
諸
集
団
―
』（
一
九
九
九
年
）
と
し
て

山
川
出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
４
）
そ
の
成
果
は
網
野
善
彦
・
石
井
進
編
『
北
か
ら
見
直
す
日
本
史
―
上
之
国
勝
山
館
跡
と
夷
王
山
墳
墓
群
か
ら
み
え
る
も
の
―
』（
二
〇
〇
一
年
）

と
し
て
大
和
書
房
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）
そ
の
成
果
は
村
井
章
介
・
斉
藤
利
男
・
小
口
雅
史
編
『
北
の
環
日
本
海
世
界
―
書
き
か
え
ら
れ
る
津
軽
安
藤
氏
―
』（
二
〇
〇
二
年
）
と
し
て
山

川
出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
深
浦
町
で
は
一
九
九
一
年
か
ら
一
九
九
九
年
の
九
年
間
に
わ
た
り
「
深
浦
町
民
大
学
―
人
づ
く
り

連
続
歴
史
講
座
」
を
実
施
し
て
お
り
、
深
浦
町
を
は
じ
め
と
す
る
北
方
地
域
の
歴
史
と
文
化
に
関
す
る
町
民
大
学
講
座
を
行
っ
て
い
る
（
詳
細
は

同
書
「
お
わ
り
に
」
を
参
照
の
こ
と
）。

（
６
）
こ
れ
ら
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
先
立
ち
、
一
九
九
三
年
三
月
に
は
青
森
県
南
津
軽
郡
藤
崎
町
に
お
い
て
「
藤
崎
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
北
の
中
世
を
考
え

る
」
が
開
催
さ
れ
て
い
る
（
そ
の
成
果
は
小
口
雅
史
編
『
津
軽
安
藤
氏
と
北
方
世
界
』〔
一
九
九
五
年
〕
と
し
て
河
出
書
房
新
社
か
ら
出
版
さ
れ

た
）。
こ
の
ほ
か
に
も
数
多
く
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
各
地
で
開
催
さ
れ
て
い
る
が
、
紙
面
の
都
合
上
、
主
要
な
も
の
の
み
取
り
上
げ
た
。

（
７
）
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
日
本
古
代
史
に
お
け
る
北
方
地
域
史
を
メ
イ
ン
テ
ー
マ
と
し
て
い
た
こ
と
を
一
応
お
断
り
し
て
お
く
。
今
後
同
研
究
所
に
お

い
て
国
際
日
本
学
研
究
の
一
貫
と
し
て
の
北
方
地
域
史
研
究
が
進
展
し
、
そ
の
研
究
活
動
が
中
世
史
の
分
野
に
ま
で
お
よ
ぶ
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

ち
な
み
に
、
中
世
北
方
地
域
史
に
お
け
る
津
軽
海
峡
・
日
本
海
側
に
対
す
る
太
平
洋
側
の
研
究
の
立
ち
遅
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
入
間
田
宣
夫

「
糠
部
・
閉
伊
・
夷
が
島
の
海
民
集
団
と
諸
大
名
」（
註
（
３
）
前
掲
書
所
収
）
に
指
摘
が
あ
る
。

（
８
）
本
稿
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、『
新
羅
之
記
録
』
は
『
新
北
海
道
史
』
第
七
巻
史
料
一
（
一
九
六
九
年
）
所
収
の
奥
尻
松
前
家
本
を
、『
松
前
家
記
』
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は
『
松
前
町
史
』
史
料
編
　
第
一
巻
（
一
九
七
四
年
）
所
収
の
松
前
家
所
蔵
本
書
写
本
を
、『
下
国
伊
駒
安
陪
姓
之
家
譜
』
は
『
秋
田
県
史
』
第

八
巻
　
中
世
　
史
料
編
（
一
九
九
六
年
）
所
収
の
も
の
を
、『
福
山
秘
府
』
は
『
新
撰
北
海
道
史
』
第
五
巻
　
史
料
一
（
初
版
は
一
九
三
六
年
、

一
九
九
一
年
復
刻
）
所
収
の
北
海
道
庁
所
蔵
本
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
し
た
。

（
９
）
近
年
、
永
田
富
智
氏
は
信
広
が
若
狭
武
田
氏
の
出
自
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
「
松
前
家
家
祖
武
田
信
広
の
出
自
に
つ
い
て
―
龍
泉
寺
文
書
を

中
心
と
し
て
―
」（『
松
前
藩
と
松
前
』
第
三
七
号
、
一
九
九
五
年
）
を
執
筆
さ
れ
た
。

（
10
）
海
保
嶺
夫
『
中
世
の
蝦
夷
地
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
）、
入
間
田
宣
夫
「
北
方
海
域
に
お
け
る
人
の
移
動
と
諸
大
名
」（
註
（
４
）
前
掲

書
所
収
）
・
同
註
（
７
）
論
文
・
同
註
（
２
）
著
書
・
同
「
日
本
史
の
中
の
南
部
氏
」（
七
戸
町
教
育
委
員
会
編
『
中
世
糠
部
の
世
界
と
南
部
氏
』

高
志
書
院
、
二
〇
〇
三
年
）
な
ど
。

（
11
）
石
井
進
「
勝
山
館
へ
の
招
待
―
北
の
世
界
か
ら
日
本
史
を
見
直
す
」（
註
（
４
）
前
掲
書
所
収
）
お
よ
び
註
（
２
）
前
掲
石
井
氏
著
書
第
四
章
な
ど
。

（
12
）
古
く
は
森
嘉
兵
衛
『
日
本
の
武
将
六
六
　
津
軽
南
部
の
抗
争
―
南
部
信
直
―
』（
人
物
往
来
社
、
一
九
六
七
年
）、
白
山
友
正
『
日
本
の
武
将
七
一

ア
イ
ヌ
の
反
乱
―
武
田
信
広
―
』（
人
物
往
来
社
、
一
九
六
七
年
）
に
す
で
に
指
摘
が
あ
る
。
蠣
崎
信
純
の
反
乱
に
つ
い
て
は
、
江
戸
時
代
初
期

に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
東
北
太
平
記
』（
青
森
県
文
化
財
保
護
協
会
編
『
み
ち
の
く
叢
書
２
　
東
北
太
平
記
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
二
年
復

刊
）
に
詳
細
な
記
事
が
あ
る
が
虚
飾
の
部
分
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
乱
に
関
す
る
最
近
の
研
究
に
は
、
七
戸
町
教
育
委
員
会
編
『
中
世
糠
部

の
世
界
と
南
部
氏
』（
註
（
10
）
参
照
）
が
あ
る
。

（
13
）
こ
の
こ
と
は
、
小
浜
市
史
編
纂
委
員
会
編
『
小
浜
市
史
　
社
寺
文
書
編
』（
一
九
七
六
年
）
龍
泉
寺
文
書
の
解
説
、
お
よ
び
福
井
県
立
若
狭
歴
史

民
俗
資
料
館
編
『
中
世
若
狭
を
か
け
る
―
若
狭
武
田
氏
と
そ
の
文
化
―
』（
一
九
九
二
年
）、
註
（
９
）
永
田
氏
前
掲
論
文
な
ど
に
よ
り
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
特
に
永
田
氏
の
論
文
で
は
、
調
査
当
時
の
松
前
・
小
浜
間
の
往
復
書
簡
を
紹
介
し
て
（「
龍
泉
寺
文
書
」）、
こ
の
件
に
つ
い
て
詳
述
し

て
い
る
。

（
14
）
『
新
北
海
道
史
』
第
七
巻
　
史
料
一
（
一
九
六
九
年
）
所
収
『
新
羅
之
記
録
』
解
説
参
照
。

（
15
）
当
然
、
そ
れ
ら
の
近
世
の
編
纂
物
に
対
す
る
史
料
批
判
が
必
要
で
あ
る
。
小
林
真
人
氏
は
「
北
海
道
の
戦
国
時
代
と
中
世
ア
イ
ヌ
民
族
の
社
会
と

文
化
」（
註
（
３
）
前
掲
書
所
収
）
に
お
い
て
、『
新
羅
之
記
録
』
の
記
述
を
批
判
的
に
検
討
し
優
れ
た
成
果
を
上
げ
て
い
る
。
し
か
し
残
念
な
が

ら
氏
の
主
た
る
関
心
が
信
広
の
出
自
に
は
な
い
た
め
、
そ
の
こ
と
に
関
す
る
指
摘
は
同
論
文
に
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。

（
16
）
註
（
８
）
参
照
。『
松
前
家
記
』
は
松
前
藩
士
新
田
千
里
編
、
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
成
立
。
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（
17
）
新
井
白
石
著
（『
新
井
白
石
全
集
』
三
所
収
、
一
九
〇
六
年
）。

（
18
）
註
（
８
）
参
照
。『
福
山
秘
府
』
は
松
前
藩
家
老
松
前
廣
長
の
編
、
安
永
九
年
（
一
七
七
二
）
成
立
。

（
19
）
信
広
の
渡
道
を
嘉
吉
三
年
と
す
る
説
も
あ
る
（
史
料
八
参
照
）。

（
20
）
こ
の
ほ
か
、
信
広
の
事
績
と
し
て
は
コ
シ
ャ
マ
イ
ン
の
戦
い
鎮
圧
後
に
上
ノ
国
の
地
に
数
多
く
の
寺
社
を
建
立
し
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
が
、
本
稿

の
論
旨
と
は
直
接
関
係
が
な
い
た
め
こ
こ
で
は
割
愛
し
た
。

（
21
）
若
狭
武
田
氏
に
関
す
る
研
究
は
、
註
（
13
）
前
掲
の
福
井
県
立
若
狭
歴
史
民
俗
資
料
館
編
『
中
世
若
狭
を
か
け
る
―
若
狭
武
田
氏
と
そ
の
文
化
―
』

の
参
考
文
献
の
項
お
よ
び
『
福
井
県
史
　
通
史
編
２
　
中
世
』（
一
九
九
四
年
）
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

（
22
）
『
東
寺
執
行
日
記
』
永
享
一
二
年
五
月
一
五
日
条
ほ
か
。

（
23
）
『
師
郷
記
』
永
享
一
二
年
七
月
二
三
日
条
。

（
24
）
『
宗
賢
卿
記
』
文
明
三
年
六
月
三
日
条
ほ
か
。

（
25
）
『
続
群
書
類
従
』
第
五
輯
下
、
系
図
部
所
収
。

（
26
）
『
群
書
解
題
』
系
譜
部
、
四
一
五
頁
参
照
。

（
27
）
前
述
の
如
く
、
若
狭
国
と
信
繁
流
若
狭
武
田
氏
と
の
密
接
な
関
係
は
、
信
栄
が
若
狭
国
守
護
職
を
獲
得
し
て
以
来
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ

以
前
に
は
同
国
と
信
繁
流
若
狭
武
田
氏
と
の
関
係
は
全
く
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（『
福
井
県
史
　
通
史
編
２
　
中
世
』
参
照
）。
こ
の
こ

と
か
ら
信
広
の
実
父
で
あ
る
可
能
性
を
有
す
る
の
は
、
信
栄
ら
三
兄
弟
の
父
信
繁
の
代
ま
で
に
限
ら
れ
よ
う
。
た
だ
し
信
繁
自
身
と
若
狭
国
と
の

関
係
は
全
く
な
い
と
い
う
こ
と
を
一
応
確
認
し
て
お
く
。

（
28
）
「
和
人
」
は
、
主
と
し
て
ア
イ
ヌ
民
族
と
の
関
係
に
限
定
し
て
用
い
ら
れ
る
、
日
本
語
を
母
国
語
と
す
る
人
々
の
別
称
で
あ
る
。
ア
イ
ヌ
語
の
シ

サ
ム
（
隣
人
）
に
相
当
す
る
。「
和
人
」
と
い
う
言
葉
は
一
七
九
〇
年
代
以
降
に
使
用
さ
れ
は
じ
め
て
お
り
、
中
世
段
階
で
の
使
用
例
は
確
認
さ

れ
な
い
（『
岩
波
日
本
史
辞
典
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
よ
り
）。
よ
っ
て
本
稿
で
は
便
宜
上
「
」
を
つ
け
て
使
用
し
た
。

（
29
）
註
（
10
）
参
照
。

（
30
）
『
中
世
の
蝦
夷
地
』
二
一
八
頁
よ
り
。

（
31
）
『
蝦
夷
島
奇
観
』（
雄
峰
社
、
一
九
八
二
年
）
佐
々
木
利
和
・
谷
沢
尚
一
解
説
参
照
。

（
32
）
入
間
田
宣
夫
「
北
方
海
域
に
お
け
る
人
の
移
動
と
諸
大
名
」（
註
（
４
）
前
掲
書
所
収
）
一
四
三
・
一
四
四
頁
参
照
。
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（
33
）
佐
藤
進
一
『
室
町
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
―
南
北
朝
期
諸
国
守
護
沿
革
考
証
編
―
　
上
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
七
年
）
参
照
。

（
34
）
以
下
、
一
色
氏
時
代
の
若
狭
国
の
守
護
・
守
護
代
・
小
守
護
代
に
つ
い
て
は
、『
福
井
県
史
　
通
史
編
２
　
中
世
』
・
『
小
浜
市
史
　
通
史
編

上
巻
』（
い
ず
れ
も
一
九
九
四
年
）
の
両
書
に
多
く
を
拠
っ
た
。

（
35
）
註
（
34
）
両
書
参
照
。

（
36
）
『
群
書
類
従
』
第
四
輯
、
補
任
部
所
収
。

（
37
）
嘉
元
四
年
（
一
三
〇
六
）、
越
前
国
坂
井
郡
の
三
ヶ
浦
・
三
国
湊
の
住
人
ら
が
「
関
東
御
免
津
軽
船
」
の
積
荷
を
差
し
押
さ
え
た
（「
越
中
放
生
津

住
人
則
房
申
状
」〔
大
乗
院
文
書
雑
々
引
付
〕、『
鎌
倉
遺
文
』
二
五
七
九
八
号
）。
こ
の
「
関
東
御
免
津
軽
船
」
と
は
、
鎌
倉
幕
府
に
よ
り
諸
国
津

料
免
除
な
ど
の
特
権
を
付
与
さ
れ
て
、
津
軽
を
は
じ
め
と
し
て
日
本
海
沿
岸
を
往
来
し
た
船
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（『
福
井
県
史
　
通
史

編
２
　
中
世
』
第
二
章
第
一
節
の
一
、
外
岡
慎
一
郎
氏
執
筆
分
（
三
〇
八
頁
）
お
よ
び
第
五
章
第
二
節
の
一
、
小
泉
義
博
氏
執
筆
分
（
八
四
四
頁
）

を
参
照
）。
ま
た
、
後
年
で
は
あ
る
が
、
永
享
八
年
（
一
四
三
六
）
に
は
若
狭
国
羽
賀
寺
の
再
建
の
た
め
に
、
当
時
の
奥
州
十
三
湊
の
領
主
安
藤

康
季
が
莫
大
な
銭
を
奉
加
し
て
い
る
（「
羽
賀
寺
縁
起
」〔『
羽
賀
寺
文
書
』
四
八
号
〕、『
小
浜
市
史
　
社
寺
文
書
編
』、
一
九
七
六
年
）。
こ
れ
ら

以
外
に
も
、
鎌
倉
末
か
ら
室
町
期
に
か
け
て
の
時
期
に
北
陸
地
方
と
北
方
地
域
と
を
結
ぶ
東
日
本
海
交
易
が
隆
盛
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
事
例
は

多
々
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
誌
面
の
都
合
上
、
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
お
そ
ら
く
小
守
護
代
武
田
氏
が
小
浜
で
活
動
し
て
い
た
当
時
も
同
様
の
状

態
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
38
）
『
群
書
類
従
』
補
任
部
所
収
。
同
史
料
の
一
色
満
範
の
項
に
よ
れ
ば
、
応
永
一
三
年
一
二
月
に
は
守
護
代
は
三
方
氏
に
、
小
守
護
代
は
長
法
寺
氏

に
改
変
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
39
）
史
料
二
・
七
お
よ
び
本
稿
第
一
章
参
照
。
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